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			十和田市PRキャラクター

			
									十和田市PRキャラクターの特別住民登録について


１．目的


十和田市PRキャラクターを特別住民として登録し、特別住民票を交付とすることにより、各種キャンペーン、記念式典や行事などを通じて、十和田市の魅力を市内外に広く発信し、観光や産品等の振興を図ることを目的とします。


２．特別住民票とは？


十和田市が、人間の住民以外の人・動物・創作上の架空のキャラクター等の着ぐるみを特別住民とみなして、登録を行うものです。


※交付に関する法的根拠 十和田市が独自の目的や基準で交付するもので、住民基本台帳法の定める通常の住民票との関係性はありません。


３．特別住民票の無料提供 


各キャラクターの特別住民票をクリックすると、無料でダウンロードできます。


また、市役所窓口でも無料で提供しています。次の窓口へお越し下さい。


十和田市観光PRキャラクター


「 駒松くん、駒桜ちゃん、南そボーヤ」：商工観光課（本館２階）


 十和田市産品PRキャラクター


「十和田にんにん、十和田ねばっち、十和田ねぎん、十和田ごんぼう」：とわだ産品販売戦略課（本館２階）


 


※市民課ではありませんのでご注意ください。


 


十和田市観光PRキャラクター
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十和田市産品PRキャラクター
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この記事へのお問い合わせ


商工観光課　観光施設係
	電話：0176-51-6772
	ファクス：0176-22-9799
	メール：shokokanko@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）


			
				この記事をシェア

					[image: twitter]
	[image: facebook]
	[image: LINE]
	[image: はてなブックマーク]


			

		

		
			
					お問い合わせ
	個人情報の取り扱い
	サイトマップ
	サイトの使い方
	RSS


				Copyright © TOWADA CITY All Rights Reserved.

			

		

	
	
	先頭へ
	ホーム	
